
   宮古市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費の額等を定める要綱 

平成２９年 ３月３０日告示第 ４３号  

改正 平成３０年 ８月 １日告示第２１６号  

改正 平成３０年１１月２０日告示第２６４号  

改正 平成３１年 ３月２８日告示第 ６３号  

改正 令和 元年 ９月３０日告示第 ４４号  

改正 令和 元年１２月２６日告示第１０１号  

改正 令和 ２年 ７月１３日告示第１２５号  

改正 令和 ３年 ４月 １日告示第 ８０号  

改正 令和 ３年１０月１３日告示第１６９号  

改正 令和 ４年 ３月２８日告示第 ７０号  

改正 令和 ４年 ９月２６日告示第１７３号  

改正 令和 ６年 ３月２７日告示第 ６６号  

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、介護保険法(平成９年法律第１２３号。以下「法」という。)第１１

５条の４５の３第２項に基づき介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１４０条の６３の２第３号に規定する市町村が定める額（以下「第１号事業支給費」と

いう。）及び割合（以下「第１号事業支給費割合」という。）を定めるものとする。 

 （第１号訪問事業及び第１号通所事業に要する費用の額） 

第２条 第１号訪問事業及び第１号通所事業に要する費用の額は、別表第１に定める単位

数に第４条に規定するサービス区分の１単位の単価を乗じて算定し、その費用の額を算

定した場合において、その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て

て計算するものとする。ただし、第１号訪問事業及び第１号通所事業において、別に定

めがある場合を除く。 

 （第１号介護予防支援事業に要する費用の額） 

第３条 第１号介護予防支援事業に要する費用の額は、別表第２に定める単位数に次条に

規定するサービス区分の１単位の単価を乗じて算定し、その費用の額を算定した場合に

おいて、その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するも

のとする。 

 （１単位の単価） 

第４条 前２条に定めるサービス区分の１単位の単価は、１０円とする。 

（第１号事業支給費割合） 

第５条 第１号事業支給費の額は、第２条に定める額（当該額が現に国基準サービスに要

した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額）の１００分の９０に相

当する額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、居宅要支援被保険者等が受けた介護予防サービス

（これに相当するサービスを含む。）若しくは地域密着型介護予防サービス（これに相

当するサービスを含む。）に要した費用、当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法（大

正１１年法律第７０号）第１１５条第１項に規定する一部負担金等の額（同項の高額療



養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額）その他

の医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

に規定するこれに相当する額として法第６１条の２第１項の政令で定める額の合計額

及び居宅要支援被保険者等が第１号事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案し

て特に必要があると認める場合については、前項中「１００分の９０」とあるのは、「１

００分の９０から１００分の１００までの範囲内で市長が定める割合」とすることがで

きる。 

３ 法第５９条の２第１項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第１

号事業支給費に係る前２項の規定を適用する場合においては、第１項中「１００分の９

０」とあるのは「１００分の８０」と、前項中「１００分の９０から」とあるのは「１

００分の８０から」とする。 

４ 法第５９条の２第２項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第１

号事業支給費に係る第１項及び第２項の規定を適用する場合においては、第１項中「１

００分の９０」とあるのは「１００分の７０」と、第２項中「１００分の９０から」と

あるのは「１００分の７０から」とする。 

 （第１号事業支給費の特例） 

第６条 市長は、居宅要支援被保険者等が災害その他特別な事情があることにより必要な

費用を負担することが困難なであると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請によ

り、第１号事業支給費の額の特例を決定することができる。この場合において、前条に

規定する第１号事業支給費割合については、別に定めるものとする。 

２ 前項の規定による第１号事業支給費の額の特例を受けようとする者に係る申請その他

の手続については、宮古市介護保険条例施行規則（平成１７年宮古市規則第１０７号）

第４条の例による。 

３ 法第６０条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、

第１号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （東日本大震災による被災者に対する介護サービス利用料の免除等に関する要綱の一部

改正） 

２ 東日本大震災による被災者に対する介護サービス利用料の免除等に関する要綱（平成

２３年宮古市告示第１０５号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） 

第１条 この告示は、東日本大震災に対処するための特

別の財政援助及び助成に関する法律（平成２３年法律

第４０号。以下「震災特別法」という。）の施行に伴

い、東日本大震災による災害の被災者に対する介護保

険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

（趣旨） 

第１条 この告示は、東日本大震災に対処するための特

別の財政援助及び助成に関する法律（平成２３年法律

第４０号。以下「震災特別法」という。）の施行に伴

い、東日本大震災による災害の被災者に対する介護保

険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい



う。）第５０条の規定に基づく居宅介護サービス費等

の額の特例、第６０条の規定に基づく介護予防サービ

ス費等の額の特例、及び震災特別法第９０条から第９

２条までの規定に基づく食費及び居住費等の免除及び

宮古市介護予防・日常生活支援総合事業第 1号事業支

給費の額等を定める要綱（宮古市告示第４３号）第６

条の規定に基づく災害等による第１号事業費の特例

（以下「利用料の免除等」という。）に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

う。）第５０条の規定に基づく居宅介護サービス費等

の額の特例、第６０条の規定に基づく介護予防サービ

ス費等の額の特例及び震災特別法第９０条から第９２

条までの規定に基づく食費及び居住費等の免除（以下

「利用料の免除等」という。）に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 

（平成２８年台風１０号豪雨災害の被災者に対する介護サービス利用料の免除等に関

する要綱の一部改正） 

３ 平成２８年台風１０号豪雨災害の被災者に対する介護サービス利用料の免除等に関す

る要綱（平成２８年宮古市告示第１７９号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） 

第１条 この告示は、平成２８年台風１０号豪雨災害

（以下「豪雨災害」という。）による被災者に対する

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５０条の規

定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例、第６０

条の規定に基づく介護予防サービス費等の額の特例及

び宮古市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業

支給費の額等を定める要綱（宮古市告示第４３号）第

６条の規定に基づく災害等による第１号事業支給費の

特例（以下「介護サービス利用料の免除」という。）

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この告示は、平成２８年台風１０号豪雨災害

（以下「豪雨災害」という。）による被災者に対する

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５０条の規

定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例及び第６

０条の規定に基づく介護予防サービス費等の額の特例

（以下「介護サービス利用料の免除」という。）に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

   附 則 

 この告示は、平成３０年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成３０年１１月２０日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和元年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和元年１２月２６日から施行し、この告示による改正後の宮古市介護予

防・日常生活支援総合事業第１号事業支給費の額等を定める要綱第６条の規定は、令和元

年１０月１２日から適用する。 

   附 則 



 この告示は、令和２年７月１３日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和３年１０月１３日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和４年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

  



別表第１（第２条関係） 

第１号訪問事業及び第１号通所事業支給費単位表 

１ 第１号訪問事業における国基準訪問型サービス費及び第１号通所事業における国基準

通所型サービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費

用の算定に当たっては、以下に掲げるほかは、介護保険法施行規則第１４０条の６３の

２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和３年厚生労働省告示第７２

号）、介護保険法施行規則第１４０条の６３の６第１号に規定する厚生労働大臣が定め

る基準（令和６年厚生労働省告示第８４号）、指定居宅サービスに要する費用の額の算定

に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サー

ビス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額

の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地

域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体

制等に関する届出における留意点について（平成１２年老企第４１号)及び介護保険法

施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準の

制定に伴う実施上の留意事項について（令和３年老認発０３１９第３号。以下「留意事

項」という。）に準ずるものとする。 

 

２ 国基準訪問型サービス費（１月あたり） 

 （１） 訪問型サービスⅠ（１月につき） １，１７６単位（月４回程度） 

（２） 初回加算（１月につき） ２００単位 

 （３） 生活機能向上連携加算（Ⅱ）（１月につき）２００単位 

 （４） 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位×１３７／１０００ 

     介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位×１００／１０００ 

     介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ＋所定単位×５５／１０００ 

 （５） 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位×６３／１０００ 

     介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位×４２／１０００ 

 （６） 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数×２４／１０００ 

 注１ 利用者に対して、宮古市第１号訪問事業実施要領（平成２９年３月３１日）に規

定する国基準訪問型サービスを行った場合に算定する。 

  ２ 国基準訪問型サービスは、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯に対し日常生活

に必要な家事等とし、月４回、１回の利用時間を１時間程度とする。 

  ３ 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定

しない。 

  ４ （３）の算定要件については、留意事項に準ずる。 

  ５ 別に市長が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算とし

て、所定単位数に１／１００を乗じた単位を所定単位から減算する。 

  ６ （１）について、国基準訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若

しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定相当訪問型サービス事業所と同一の建

物（以下この注において「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者（国基準



訪問型サービス事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人

以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は国基準訪問型サービス事業所に

おける１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建

物等を除く。）に居住する利用者に対して、国基準訪問型サービスを行った場合は、

所定単位数に９０／１００分乗じ、国基準訪問型サービス事業所における１月当た

りの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者に対

して、国基準訪問型サービスを行った場合は、１回につき所定単位数に８５／１０

０を乗じる。ただし、別に市長が定める基準に該当する国基準訪問型サービス事業

所が、同一敷地内建物等に居住する利用者（国基準訪問型サービス事業所における

１月あたりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利

用者を除く。）に対して、国基準訪問型サービスを行った場合は、１回につき所定単

位数に８８／１００を乗じる。 

  ７ 特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に１５／１００を乗じた単位を足す。 

  ８ 中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に１０／

１００を乗じた単位を足す。 

  ９ 中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に

５／１００を乗じた単位を足す。 

  10 （４）及び（５）の所定単位数は、（１）に（２）及び（３）を加えて得た単位数

により算定する。 

  11 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住す

る者へのサービス提供加算及び介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外

の算定項目である。 

  12 （５）及び（６）の算定に当たっては、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）

までのいずれかを算定していることを要件とする。また、介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅰ）の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所におい

て特定事業所加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定していることを要件とする。なお、介護

職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）又は介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）のいずれか

の加算を算定している場合において、もう一方の加算は算定しない。 

３ 国基準通所型サービス費（１回につき） 

 （１） 通所型サービスⅠ（事業対象者・要支援１） ４３６単位（月４回程度） 

 （２） 通所型サービスⅡ（事業対象者・要支援２） ４４７単位（月８回程度） 

 （３） 生活機能向上グループ活動加算（１月につき） １００単位 

 （４） サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

  ア 事業対象者・要支援１ ８８単位（１月につき） 

  イ 事業対象者・要支援２ １７６単位（１月につき） 

 （５） サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

  ア 事業対象者・要支援１ ７２単位（１月につき） 

  イ 事業対象者・要支援２ １４４単位（１月につき） 

 （６） サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

  ア 事業対象者・要支援１ ２４単位（１月につき） 



  イ 事業対象者・要支援２ ４８単位（１月につき） 

 （７） 科学的介護推進体制加算（１月につき） ４０単位 

 （８） 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位×５９／１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位×４３／１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ＋所定単位×２３／１０００ 

 （９） 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位×１２／１０００ 

     介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位×１０／１０００ 

 （10） 介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数×１１／１０００ 

 注１ 宮古市第１号通所事業実施要領（平成２９年３月３１日）に適合している国基準

通所型サービス事業所において、利用者に対して、宮古市第１号通所事業実施要領

に規定する国基準通所型サービスを行った場合は、所定単位を算定する。 

  ２ 国基準通所型サービス費は、送迎を希望する利用者に対して、送迎を行う体制（必

要な車両及び人員の確保がされている体制をいう。）がある国基準通所型サービス

事業所において、引きこもりがちな高齢者や軽度認知症等のリスクのある高齢者に

対し、自立支援に資する通所サービスを行った場合、所定単位を算定する。 

  ３ 別に市長が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算とし

て、所定単位数に１／１００を乗じた単位数を所定単位数から減算する。 

  ４ 別に市長が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所

定単位数に１／１００を乗じた単位数を所定単位数から減算する。 

  ５ 中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に

５／１００を乗じた単位を足す。 

  ６ （１）及び（２）について、利用者の数が利用定員を超える場合には、所定単位

数に７０／１００を乗じる。 

  ７ （１）及び（２）について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所

定単位数に７０／１００を乗じる。 

  ８ （１）及び（２）について、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者にサービスを行う場合は、所定単位数から１月あたり（１）については、

３７６単位、（２）については、７５２単位を減算する。ただし、傷病により一時的

に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必

要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。 

  ９ 利用者に対して、その居宅と国基準通所型サービス事業所との間の送迎を行わな

い場合は、片道につき４７単位（通所型サービスⅠを算定している場合は１月につ

き３７６単位を、通所型サービスⅡを算定している場合は１月につき７５２単位を

限度とする。）を所定単位数から減算する。ただし、注８を算定している場合は、こ

の限りでない。 

  10 （７）及び（８）の所定単位数は、（１）又は（２）に（３）から（６）までを加

えて得た単位数により算定する。 

  11 （３）における機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指



導員を配置した事業所で６月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するは

り師及びきゅう師を対象に含むものとする。 

  12 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員処遇改善加算は、

支給限度額管理の対象外の算定項目である。 

  13 （８）及び（９）の算定に当たっては、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）

までのいずれかを算定していることを要件とする。また、介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅰ）の算定に当たっては、（４）を算定していることを要件とする。なお、介

護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）又は介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）のいずれ

かの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。 

４ 基準緩和通所型サービス（１回につき） 

 （１） 通所型サービスⅢ ３００単位 

 （２） 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位×５９／１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位×４３／１０００ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ＋所定単位×２３／１０００ 

 注１ 宮古市第１号通所事業実施要領に適合している基準緩和通所型サービス事業所に

おいて、利用者に対して、宮古市第１号通所事業実施要領に規定する基準緩和通所

型サービスを行った場合に、所定単位数を算定する。 

  ２ （１）及び（２）について、利用者の数が利用定員を超える場合には、所定単位

数に７０／１００を乗じる。 

  ３ （１）及び（２）について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所

定単位数に７０／１００を乗じる。 

  ４ （１）について、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者に

サービスを行う場合は、所定単位数から１月あたり２４０単位を減算する。 

  ５ （４）について、所定単位数は（１）の単位数により算定する。 

 

別表第２（第３条関係） 

第１号介護予防支援事業支給費単位表 

１ 介護予防ケアマネジメントＡ（原則的なケアマネジメント） 

 （１） 介護予防ケアマネジメントＡ費（１月につき） ４４２単位 

   注 介護予防ケアマネジメントＡ費は、利用者に対して介護予防ケアマネジメント

Ａ支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケ

アマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者につ

いて、所定単位数を算定する。 

 （２） 初回加算     ３００単位 

   注 介護予防ケアマネジメントＡ事業所において、新規に介護予防ケアマネジメン

トＡ計画を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントＡ支援を行った場合

については、初回加算として、１月につき所定単位数を加算する。 

 （３） 委託連携加算 ３００単位 

   注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメン

トを指定居宅介護支援事業所（宮古市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営



に関する基準を定める条例（平成３０年宮古市条例第１７号）第３条第１項に規

定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）に委託する際、当該利用者に

係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援

事業所におけるケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の

属する月に限り利用者１人につき１回を限度として所定単位数を加算する。 

２ 介護予防ケアマネジメントＣ（初回のみのケアマネジメント） 

 介護予防ケアマネジメントＣ費（１回につき） ４４２単位 

   注 介護予防ケアマネジメントＣ費は、利用者に対して介護予防ケアマネジメント

Ｃ支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケ

アマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者につ

いて、所定単位数を算定する。 


